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6-1.事業方式・発注方式 

 新庁舎の整備手法については、平成２６年度の基本構想策定時に、従来方式（設計・施

工分離発注）、ＤＢ方式（設計・施工一括発注）、ＰＦＩ方式について概要と特徴を整理し、

平成２７年度には民間事業者が持つ事業ノウハウや資金を活用する整備手法（民活手法）

について具体的な比較・検討を行ってきました。 
 平成２８年度には、本基本計画策定を進める中で、新庁舎の具体的な整備内容が決定し

たことを受けて、改めて新庁舎の整備手法を検討した結果、以下の理由により、従来方式

（設計・施工分離発注）とするものとします。 
 なお、設計業務の発注に当たっては、庁舎には機能性、利便性、経済性、快適性等が求

められることから、設計料の多寡による選定方式によってのみ設計者を選定するのではな

く、設計者の創造性、技術力、経験等を考慮したプロポーザル方式により選考するものと

します。 
 
（民活手法を採用しない理由） 
・ 市民サービスを提供する市役所業務の性質上、民間事業者のノウハウを取り入れる要

素が少ないこと。 
・ 収益の見込めるテナント等の付帯施設を設けないため、民間事業者のノウハウを取り

入れる要素が少なく、経営利益の期待が少ないこと。 
・ 詳細な実施設計前に民活手法を発注するため、適正な工事費であるか検証することが

困難であること。 
・ 民活手法の発注後における、仕様等の変更に柔軟に対応できないこと。 
・ 民間による資金調達が起債金利に比べて高いこと。 
・ 庁舎建設基金の計画的な積立により、財源確保に見通しが立ったこと。 
・ 地方自治体の庁舎における民活手法の事例が少なく、その効果の検証事例が乏しいこ 

と。 
・ 従来方式の方が、災害時・緊急時等に柔軟に庁舎を利用できること。 
・ 従来方式の方が、契約手続に要する期間が短く、早期建設の可能性が高いこと。 
・ 従来方式の方が、将来にわたって行政需要・市民ニーズの変化にも柔軟に対応できること。 
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6-2.事業スケジュール 

新庁舎は、平成３３年度中の完成を目標に進めていきます。 

今後は、この基本計画を基に、基本設計・実施設計に反映させ、建設工事に着手します。 

 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

発注手続  

 

 

 

 

 

 

   

※ 上記スケジュールは予定であり、今後の進捗状況や設計内容によって変更する可能 

 性があります。 

※ 西棟改修工事は、新庁舎への引っ越し後の平成３４年度以降を予定しています。 

 

 

基本設計・実施設計 

申請関係 

発注手続 

解体工事 

発注手続 

建設工事 

外構工事 

植栽工事 
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6-3.工事計画・仮設計画 

 新庁舎は、既存の本庁舎と同じ位置に建設するため、本庁舎の解体工事を先に行う必要

があります。また、既存の西棟を引き続き活用し、窓口業務も行っていることから、来庁

者の安全対策を十分考慮した計画が求められます。 
 以下に、工事計画・仮設計画の手順を示します。 

フロー１ 工事内容 

 

①本庁舎、別館、外構解体工事 

 

 

 

フロー２ 工事内容 

 

②新庁舎建設工事 
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フロー３ 工事内容 

 

③外構・植栽工事 

 

 

 

フロー４ 工事内容 

 

④新庁舎へ引っ越し 

⑤西棟改修工事 
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6-4.概算事業費 

 現時点における概算事業費は、以下のとおり想定しています。ただし、今後の建設資

材等の変動等の経済状況を注視して、適時、見直しを図るものとします。 

 

工 事 区 分 概算費用（税込） 備 考 

新庁舎建設工事 ８２．６ 億円 
建築工事、電気設備工事、 

機械設備工事、外構工事、植栽工事 

本庁舎・別館解体工事 ３．４ 億円 
設備切廻しを含む 

西棟改修工事 １．７ 億円 
 

合 計 ８７．７ 億円  

 ※設計費、工事監理費、調査費、移転費、備品購入費等は含みません。 
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6-5.財源計画 

 新庁舎建設の事業費については、平成２１年度より積み立てを開始した庁舎建設基金

や、将来世代との負担平準化の観点から市債を活用することにより、新庁舎建設事業中

の急激な財政負担を極力抑えるように財源計画を検討していきます。 
 また、国・県等の補助金・地方債等の財政的支援についても、適用条件・期間等を検

討し、活用できる支援については積極的に活用を図っていきます。 
 

①庁舎の耐震化の推進を目的とした支援制度 

 ・住宅・建築物安全ストック形成事業   …国土交通省 
 ・公共施設等適正管理推進事業（仮称）  …消防庁 
 

②環境負荷の低減を目的とした支援制度 

 ・省エネ設備等導入支援事業       …環境省 
 ・再生可能エネルギー等導入推進基金事業 …環境省 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草加市新庁舎建設基本計画 
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